
■組合基本料金変更について

車種番号 変更前 車種番号 変更後

①～⑧

共通

①

①～⑧

共通

② ③

①～③

④ ⑤

③ ④

②～④

①～③

①～⑧

共通

①～⑧

共通

①～⑧

共通

ナンバープレートで基本料金設定

国産車と外車が不透明

軽自動車の乗用と貨物同じ料金

球切れ交換工賃無料

バンパー、ユニット脱着必要な場合工賃無料

年式問わずＨＶ限特 5,000 円

車種問わずマイルドＨＶ限特 5,000 円

貨物リース限特換算④⑤のみ

レクサス国産車扱い

外車の限特基準が曖昧

初回限特検査料金の再確認

ステアリング位置センター出し 無料

チェックランプ点灯の車両の検査について

平成２９年２月以降からは車検に通らなくなりまし

た。

ドライブレコーダー付き車について

組合に入庫する際

スイッチのＯＦＦが曖昧

マイクロＳＤカード抜くのか曖昧

①～⑧

共通

①

①～⑧

共通

② ③

② ③

④～⑥

③ ④

②～④

①～③

①～⑧

共通

①～⑧

共通

①～⑧

共通

排気量で基本料金設定（乗用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車含む）

国産車と外車の差別化

軽自動車の乗用と貨物を分ける

球切れ交換工賃有料 １箇所/100 円～

バンパー、ユニット脱着必要な場合

工賃有料 500～2,000 円

年式 料金 枠

初回検査 5,000 円 HV 限特

2回目(初年度から 13 年以下)検査 10,300 円 HV 限特

初年度から 14 年以上経過の検査 10,300 円 通常限特

※初年度から 14 年以上経過の検査を限特にする場合

通常の限特枠を消費します。

※ＨＶ外車のＨＶ限特は出来ません。

車種 ＨＶ限特適用

乗用車 ○

軽自動車 ×

※乗用車のみマイルドＨＶ限特

※軽自動車は対象外とする

貨物リース限特換算⑥4㌧車追加

レクサスは排気量ごとに外車扱いに変更

外車の限特基準の明確化

車種/排気量 限特料金

レクサスと 3500cc 以下の外車 10,300 円

レクサスと 3501cc 以上の外車 貨物限特扱い

※3500cc 以下の外車は限特 10,300 円

※3501cc 以上の外車は貨物限特扱い

初回限特検査料金の区別

排気量に関係なく外車は出来ません

排気量に関係なくリース車は出来ません

排気量に関係なく後輪ダブルタイヤは出来ません

ステアリング位置センター出し 有料

500 円～

チェックランプ点灯の車両の検査について

点灯車を組合に持ち込む場合ユーザーに説明し同意を

得て交換出来る状態で入庫する事

ドライブレコーダー付き車について

組合に入庫する際

ユーザーの了解を得て必ずスイッチをＯＦＦにする

又は、マイクロＳＤカードを抜く事

（不特定多数の物が写る為）


